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審査評価院(Health Insurance Review & 
Assessment, HIRA)とデータウェアハウス
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概要
(2008年年報より）

• 医療費の審査ならびに医療の適正性評価を
一元的に行う公法人

• ソウル本部＋7支部

• 職員数1760人(管理106人，審査職員991人，
事務418人，研究者73人，IT技術者155人，そ
の他17人）

• 2007年取り扱い件数10億件，電子化率99.7%
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組織
• 管理部

– 革新計画室

– 総務部

– 顧客支援部

– IT及び通信部

• 業務部

– 審査部

– 評価部

– 監査部

– 医療扶助部

• 開発部

– 総合管理システム開発室

– 医療給付基準部

– 薬剤管理部

– 診療報酬点数表開発支援室

• 研究開発センター

– 審査及び評価研究部

– 政策及び情報分析部

• 韓国薬剤情報サービス

– 薬剤情報管理チーム

– 薬剤情報分析チーム
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法的根拠
• 国民健康保険法第56条 (審査評価院の業務) 

• ①審査評価院は次の各号の業務を管掌する。
• 1.療養給付費用の審査

• 2.療養給付の適正性に対する評価

• 3.審査及び評価基準の開発

• 4.第1～3号の業務と係わる調査研究及び国際協力
– 施行規則(保健福祉部令)第21条(療養給与などの適正性評価)

– ①法第56条2項の規定により審査評価院が療養給付などの適正性に
対して評価をする場合は医薬学的側面と費用效果的側面の両面で
療養給与を適正に行ったかを評価しなければならないし、その評価
結果を公開しなければならない。
②第1項の規定による評価は療養機関別・診療科目別または傷病別
で区分して評価する。
③その他適正性評価のための詳細的な評価の基準・手続き及び方
法などは保健福祉部長官が告示する。 5



収集されるレセプトデータ

入院，外来，調剤，漢方のあらゆるレセプトに含ま
れる個人情報，傷病名(ICD10コード化が義務づけ
られる)，診療行為，薬剤情報。氏名や住民登録

番号と呼ばれる総背番号も含む完全な個人情報
として医療機関より直接オンラインで提出

• オンライン請求されるレセプトをデータベース化(デ
ータウェアハウス,DWと呼ばれる)

• 約5000万人国民からの年間10億件のレセプトを5
年間にわたって蓄積(100テラバイト)
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住民登録番号
(久保田潔東大薬剤疫学教授による訪問調査資料を参考に作成した)

• 例:660918-110211x(計13ケタ)

• 誕生日・・・yymmdd

• 1・・・性

• 1021・・・出生届出した役所番号

• 1・・・その日の届出順位

• x・・・役所がランダムにふる番号

• 出入国記録，がん登録，人口動態統計等のリンク
可能

• 研究目的のリンクのためなら12ケタで十分(12ケタ)
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名寄せにより「実」人数が把握できる
2006年中皮腫で147人が1190回受診した・・・
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医療機関単位の医薬品使用実態
(DUR, Drug Utilization Review)
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活用例）脳梗塞に対する血栓溶解療法
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「注射剤処方率」は外来受診した患者の中で注射剤を処方受けた患
者の割合. 

先進国の専門家は外来患者の注射剤処方率を 5% 以下が適正と示
しているが韓国の外来患者注射剤処方率はきわめて高い.

薬剤適正性評価項目の一環で 2002年から期別に評価を実施.

医療機関別に外来患者に処方する注射剤の使用実態を分析してその
結果を各機関に提供することで不必要な注射剤使用を減らして必要な
患者に処方することができるようにするなど注射剤適正使用をはかる
※審査評価院は健保法第56条及び同法施行規則第21条の規定によって医療機関
の注射剤使用実態を評価し, 同法第59条及び同法施行規則第28条 3項によって医
薬団体, 消費者, 保険者などで構成された中央評価委員会の審議を経て結果を公開
する。

結果・・・39.11%(2002年）→31.58%(2003年）
→28.39%(2004年）→25.96%(2005年）→23.23%(2006

年）（HIRA年報より）

外来患者注射剤処方率
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注射剤処方率評価結果公開
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患者単位の適正性評価
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食品医薬品庁による
老人患者への薬物使用の評価

• 食品医薬品庁は老人患者の薬物使用現況分
析及び適切性研究を実施。

• 米国のBeer’s criteria(科学院サイト参照)に該当
する件数。
– http://www.niph.go.jp/soshiki/ekigaku/BeersCriteriaJapan.pdf

• 審査評価院の＜DUR対象医薬品＞中の特定年
代禁忌に該当するものの数。

• ２００３→２００５年の推移をみた
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６５才以上老人患者医薬品処方実績

区分 2003年 2004年 2005年

65才以上老人患者
診療人員

3,438,767

（100）

3,642,307 3,809,727

（110.8）

処方件数 53,436,826

（100）

60,381,830 68,348,960

（127.9）

薬品使用量（個） 45億３，９６７万 54億9,811万 64億8,697万

65才以上老人薬品
費

8,766億8,131万

(100)

1兆1,757億2,820
万

1兆4,878億6,987
万（169.7）

65才以上老人一人
当たり処方件数

15.54 16.58 17.94

65才以上老人一人
当たり薬品費

254,941 322,798 391,000
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２００３ ２００４ ２００５

Beer’s Criteria 8,489,889 8,702,918 8,766,770

Propranoｌol 316,850 346,880 383,466

Methocarbamol 349,856 344,751 364,960

Indomethacin 52.6 56.9 71(124.8)

処方件数 53,436,826（100） 60,381,830 68,348,960（127.9）

老人患者への不適切な薬物処方件数の推移

• Beer’s criteriaに従うと2005年の6835万件の処
方中876万件(12.8%)が不適切
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血液製剤事件の概要
自身の審評院訪問時の担当者からの聞き取り,南商堯柳韓大学教授による調査資料,久保田潔東大薬剤疫学教授の訪

問調査を参考に作成。

• 2006年,議員の要求で保健福祉部が審査評価院に「アシトレシンを
処方された患者リストを大韓赤十字に提供せよ」と命令。

• 2003年から2006年７月末までのAcitretin(合成ビタミンA誘導体;角化
症治療薬)成分を処方された患者251861名の個人情報を赤十字へ

提供、赤十字は献血状況及び製造された血液製剤の医療機関へ
の出庫現況を確認した。

• その結果－1285人が2679回献血していた。患者に輸血された血液
は3980unitであった。

• 2008年４月，今度は個人情報の２機関の共有が問題に

• 2009年1月血液製剤管理法により，個人情報の共有が法的に認め

られ，審査評価院は２週間毎に赤十字に危険薬物処方者のリストを
提供を再開。

• 現在赤十字は，審査評価院から提供されるリストと献血者を照合し
，不適切な製剤は使用しないようにしている。
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医薬品安全対策

• 防止策・・・審査評価院は医療機関にソフトウ
ェアを配布し，医師の処方時点で，禁忌や小
児に投与できない薬剤に対して警告を出す

• 事後策・・・レセプトデータをチェックして禁忌
投薬等を発見したら患者と医療機関の双方
に情報提供の手紙を出す→そうすることによ
って薬剤乱用を防止する。

– 2006年より重複多剤投与のチェック開始
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データの外部利用(HIRAサイトより）

20



提供の条件
• データを提供する場合

– 国家・行政機関で業務遂行のため要請する場合

– 国家及び行政機関が依頼した研究による用役遂行機関(保健医療研究機関，大学研究所，医療
学会など)が要請する場合

– 非営利学術研究など目的に所属機関長の研究など目的に所属機関長の確認を受けて資料を要
請する場合

– その他公共機関の保健医療分野の公共福利増進のために純粋な研究目的で要請する場合

– ※教授，教師または学生など一般人が個人資格で教育資料や論文目的に要請する場合は提供
対象外

• 提供基準

– レセプトの記載事項範囲内でデータリンクして提供する

– 住民登録番号，氏名，療養機関名称など個人情報及び個別法人・団体等の情報が識別不可能
な形態で提供する

– 同一患者可否を区分するための別途索引コードを付与する

– 対象期間，資料詳細内訳など現業業務遂行に差し支えをもたらすほどの厖大な資料は提供を控
える

• 手数料・・・審評院の規定による

• 申込み方法

– 資料の名称，使用目的，内容及び範囲，受領方法を記載した公文書等の文書，FAX，郵便で受
付

– 審査評価院審査評価研究センター審査評価研究室統計チーム 21



提供実績
医療経済研究機構「医療ナショナルデータベースに関する諸外国の整備状況及び日本におけるデータベースのあり方研究」報

告書27頁より

• 費用・・・プログラム1行12000ウォン(平均50～
100行）データ量1MBまで2万ウォン＋1MBごとに
1500ウォン

• 統計チーム6～7人中４人がデータセット作成に
専属

• 2008年は375件の要求あり，研究目的は30～40

件，その他の大半がマスコミや専門誌から。国，
官邸，議員からの要求は375件とは別に約150
件/年
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【参考】自身のレセプト分析例

インフルエンザ罹患直後の外傷発生率のレセプト
による把握

• 背景・・・インフルエンザ→タミフル→異常行動→負傷(死
亡)・・・という仮説を検証したい

• 疑問・・・エンドポイントは？・・・異常行動？負傷？・・・問
題なのはどっち？（サロゲートポイント→エンドポイント）

• レセプトで異常行動は把握できない。しかし負傷は把握
できる(内科小児科調剤と外科レセプトを個人単位でリン
クできれば・・・）

• 日本医療データセンター(JMDC）で5シーズン約14万件の
罹患について外科レセプトとリンクした。

• 観察研究で疑似無作為割付を行う・・・プロペンシティスコ
ア(傾向得点）法を適用
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結果
タミフル投与者に外傷が多発する傾向はみられない


